
※ 各記事のタイトル右上のタグは、問い合わせ先・関係課を示しています。

　

今
年
の
特
定
健
診
や
が
ん
検
診

は
、
受
け
ま
し
た
か
？

　

特
定
健
診
・
各
が
ん
検
診
を
次

の
集
団
健
診
日
で
２
つ
以
上
予
約
・

受
診
し
た
人
は
「
血
液
さ
ら
さ
ら

測
定
」
を
無
料
で

受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ

の
機
会
に
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

特定健診・がん検診と　　
一緒に健康測定が体験可能

と
　
き
　
令
和
２
年
２
月
２
日（
日
）

受
け
付
け　
８
時
～
10
時

と
こ
ろ
　
保
健
セ
ン
タ
ー

対
　
象
　
国
民
健
康
保
険
加
入
者

内
　
容
　
特
定
健
康
診
査
、肺
が
ん・

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診
、

歯
科
健
診
な
ど

特
　
典
　
血
液
さ
ら
さ
ら
測
定

定
　
員
　
先
着
30
人

申
込
み
　【
期
限
】
１
月
31
日
（
金
）

市
民
課

☎
７
３-

８
０
１
５

　

４
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
「
あ

わ
ら
健
康
と
き
め
き
チ
ャ
レ
ン
ジ
」

の
賞
品
交
換
が
始
ま
り
ま
し
た
！

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
健
康
づ
く

り
を
応
援
し
て
い
ま
す
。
今
か
ら

で
も
間
に
合
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

取
り
組
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　
18
歳
以
上
の
市
民

実
施
期
間 

４
月
～
令
和
２
年
２
月
末

内
　
容
　

①
次
の
１
～
４
を
実
施
し
、
10
ポ
イ

ン
ト
以
上
た
め
る
。

１
、
日
々
の
健
康
づ
く
り
（
必
須
）

２
、
体
の
チ
ェ
ッ
ク
（
必
須
）

３
、
運
動
や
健
康
に
つ
い
て
学
ぶ

４
、
み
ん
な
で
体
を
動
か
す

②
応
募
用
紙
を
提
出
し
、
10
ポ
イ

ン
ト
ご
と
に
賞
品
（
５
０
０
円

あわら健康ときめきチャレンジ
～賞品の交換が始まりました～

相
当
）
と
交
換
す
る
。（
最
大
20

ポ
イ
ン
ト
）

※ 

応
募
用
紙
は
、
健
康
長
寿
課
や
イ
ベ

ン
ト
会
場
、
健
診
会
場
で
配
布
す
る

ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

交
　
換
　【
期
限
】
３
月
10
日
（
火
）

【
場
所
】
健
康
長
寿
課
窓
口

賞
　
品
　

・【
運
動
賞
】
ト
リ
ム
パ
ー
ク
か
な
づ
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
利
用
券　
１
２
５
本

・【
食
育
賞
】
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト

き
ら
ら
の
丘
お
買
物
券　
１
８
５
本

・【
リ
ラ
ッ
ク
ス
賞
】
セ
ン
ト
ピ
ア
あ
わ

ら
入
浴
券　
１
２
０
本

※ 

20
ポ
イ
ン
ト
の
交
換
で
、
同
一
賞
品

を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

・
さ
ら
に
抽
選
で
豪
華
景
品
（
あ
わ
ら
温

泉
ペ
ア
宿
泊
券
）が
当
た
る
可
能
性
も
。

問
合
せ
　
健
康
長
寿
課

☎
７
３-

８
０
２
３

健康長寿

ときめき
チャレンジ

市民

　

年
末
年
始
は
何

か
と
出
費
が
か
さ

む
時
期
で
す
。
あ

わ
ら
・
わ
く
わ
く

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
で
賢
く
お
買

い
物
し
ま
せ
ん
か
。

　

購
入
引
換
券
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
早
め
に
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

購
入
期
限 

令
和
２
年
２
月
28
日（
金
）

販
売
場
所 

市
内
各
郵
便
局

（
簡
易
郵
便
局
を
除
く
）

あわら・わくわくプレミアム
付商品券の購入はお早めに！

対
　
象
　
・
市
民
税
非
課
税
者

（
申
請
必
要
）

・
３
歳
児
未
満
の
乳
幼
児

が
い
る
子
育
て
世
帯
の

世
帯
主
（
申
請
不
要
）

※ 

市
民
税
非
課
税
者
の
申
請

は
、
引
き
続
き
購
入
期
限

ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

問
合
せ
　〈
市
民
税
非
課
税
者
の
申

請
に
つ
い
て
〉

福
祉
課

☎
７
３-

８
０
２
０

〈
子
育
て
世
帯
に
つ
い
て
〉

子
育
て
支
援
課

☎
７
３-

８
０
２
１

福祉

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
で
、
市
内
に
固
定
資
産
（
土
地

･

家
屋･

償
却
資
産
）
を
所
有
し
て

い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
市
で
は
、
令
和
２
年
度
の
課
税
事

務
を
進
め
る
た
め
、
平
成
31
年
１
月

２
日
か
ら
令
和
２
年
１
月
１
日
ま
で

の
家
屋
（
住
宅
・
店
舗
・
車
庫
・
倉

庫
な
ど
）
の
異
動
に
つ
い
て
、調
査・

整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
次
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人
は
、

令
和
２
年
１
月
31
日
ま
で
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
必
要
な
手
続
き
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

家屋の新築・増築・取り壊しを
　　　　　　　　した皆さんへ

条
　
件
　

・
令
和
元
年
中
に
家
屋
を
新
築
・

増
築
し
た
人

（
法
務
局
（
登
記
所
）
で
「
新
（
増
）

築
登
記
」
を
し
た
人
、
す
で
に
固

定
資
産
税
に
関
す
る
家
屋
調
査
を

終
え
た
人
は
除
く
）

・
令
和
元
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊

し
た
人

（
法
務
局
（
登
記
所
）
で
「
滅
失

登
記
」
を
し
た
人
、
取
り
壊
し
た

後
に
新
築
を
建
て
、
す
で
に
固
定

資
産
税
の
家
屋
調
査
が
終
了
し
て

い
る
人
は
除
く
）

問
合
せ
　
税
務
課  

☎
７
３-

８
０
１
２

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１

日
現
在
、
原
動
機
付
自
転
車
・
軽

自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人

に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
既
に

廃
車
し
た
・
他
の
人
に
譲
っ
た
・

住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
を

し
な
け
れ
ば
、
引
き
続
き
軽
自
動

車
税
が
課
税
さ
れ
た
り
、
納
税
通

知
書
が
変
更
後
の
住
所
に
届
か
な

か
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

登
録
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合

は
、
３
月
末
ま
で
に
所
定
の
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
軽
自
動
車
税
は
月
割
課

税
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
４

軽自動車などの変更手続きは、
　　　　　　　　３月までに！

月
２
日
以
降
に
届
出
を
し
て
も
、

そ
の
年
度
の
税
金
は
戻
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
　
手
続
き
に
必
要
な
書
類
な
ど
に
つ
い

て
は
、
各
窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
以

下
）・
ミ
ニ
カ
ー
・
小
型
特
殊
自
動
車
〉

あ
わ
ら
市
役
所
税
務
課

☎
７
３-

８
０
１
１

〈
軽
三
輪
車・軽
四
輪
車・被
け
ん
引
車
〉

軽
自
動
車
検
査
協
会
福
井
事
務
所

☎
０
５
０-

３
８
１
６-

１
７
７
４

〈
軽
二
輪
車
（
１
２
５
ｃ
ｃ
超
２
５
０

ｃ
ｃ
以
下
）・
二
輪
の
小
型
自
動
車
〉

中
部
運
輸
局
福
井
運
輸
支
局

☎
０
５
０-

５
５
４
０-

２
０
５
７

税務 税務

　
事
業
用
と
し
て
所
有
し
て
い
る
償

却
資
産（
構
築
物・機
械・備
品
な
ど
）

は
、
土
地
や
家
屋
と
同
様
に
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
会
社
や
個
人
で
事
業
を
し
て
い
る

人
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
市

内
に
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産
を
忘

れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告

書
お
よ
び
申
告
の
手
引
き
は
税
務

課
に
備
え
付
け
て
あ
る
ほ
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、ｅエ

ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
地
方
税
ポ
ー

タ
ル
シ
ス
テ
ム
）
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
電
子
申
告
が
可

能
で
す
。

　
な
お
、太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム（
住

宅
用
で
10
ｋ
ｗ
未
満
は
除
く
）
も
償

却
資
産
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

法人・個人事業者の皆さんへ　　　　　　　　　　
償却資産（固定資産税）の申告をお忘れなく

申
告
方
法
　

昨
年
ま
で
申
告
し
て
い
る
人
は
、
申

告
書
に
１
年
間
の
資
産
の
増
減
を
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

新
た
に
申
告
す
る
人
、
電
算
申
告
を

利
用
す
る
人
は
、
申
告
対
象
の
償
却

資
産
す
べ
て
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限 

令
和
２
年
１
月
31
日（
金
）

問
合
せ
　
税
務
課  

☎
７
３-
８
０
１
２

税務

【共通】パソコン、フェンス、
看板、駐車場舗装など

【クリーニング業】洗濯機、
乾燥機、脱水機など

【加工・修理業】旋盤、プレ
ス機、溶接機、測定機器など

【農業】ビニールハウス、
選別機、乾燥機など

【小売・飲食業】レジスター、
陳列棚、家具、冷蔵庫など

【医療業】歯科ユニット、
医療機器、検査装置など

【建設業】建設重機、大型
特殊自動車など

【宿泊業】庭園、客室備品、
厨房機器など

【理容・美容業】パーマ機、
理容・美容椅子、鏡など

【不動産賃貸業】外灯、カー
ポート、外構工事など

▼【業種】償却資産の例

　

市
内
の
直
売
所
で
は
、
各
生
産

者
が
楽
し
み
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ

な
商
品
を
生
産
し
、
販
売
し
て
い

ま
す
。

　

坂
井
農
林
総
合
事
務
所
で
は
、

初
め
て
直
売
所
に
出
荷
す
る
人
や

こ
れ
ま
で
直
売
所
に
出
荷
し
て
い

た
人
が
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
挑

戦
す
る
場
合
に
、
取
り
組
み
に
対

す
る
経
費
の
助
成
を
し
ま
す
。

　

興
味
が
あ
る
人
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

新たに直売所に出荷する人を
　　　　　　　支援します！

対
象
者
　

・
初
め
て
直
売
所
に
出
荷
す
る
人

・
こ
れ
ま
で
直
売
所
に
出
荷
し
て
お

り
、
新
た
な
品
目
を
出
荷
す
る
人

・
生
産
し
た
野
菜
な
ど
を
活
用
し

て
加
工
品
を
出
荷
す
る
人

対
象
経
費
の
具
体
例
　

・
冬
季
間
に
野
菜
を
生
産
す
る
た

め
の
ミ
ニ
ハ
ウ
ス
の
導
入
に
係

る
経
費

・
漬
物
や
お
惣
菜
を
生
産
・
販
売

す
る
た
め
の
調
理
器
具
な
ど
の

導
入
に
係
る
経
費

問
合
せ
　
坂
井
農
林
総
合
事
務
所

農
業
経
営
支
援
部

☎
８
１-

３
２
２
２

暖房器具の取り扱い
　　　　にご注意！

　これからの季節は日を追うごと
に寒さが増し、暖房器具などの火
気設備を使用する機会が増えます。
住宅火災を予防するために、暖房
器具の点検・整備を行い、取扱説
明書をよく読み、次のことに注意
して正しく使用しましょう。
注意点
・ストーブの上に洗濯物を干さ

ない。
・カーテンなどがストーブに接

触しないようにする。
・ストーブの近くに、紙や衣類な

ど燃えやすいものを置かない。
・ストーブなどの近くで、ヘア

スプレーなどの引火の危険
があるものを使用しない。

問合せ　嶺北あわら消防署
☎ 73-0119

農林水産 子育て支援

11 10

注目情報注目情報


